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　　札幌市子ども・子育て支援法施行条例の一部を改正する条例 

札幌市子ども・子育て支援法施行条例（平成２６年条例第４８号）の一部を次の

ように改正する。 

⑴　目次中「第４章　雑則（第４７条―第５０条）」を 

「第３章の２　特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（第４６条の２―　

第４６条の２５） 

　　第４章　雑則（第４７条―第５０条）　　　　　　　　　　　　　　　　　」 

に改める。 

⑵　第２０条中「の保護者」を「に係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

⑶　第２８条第３項中「特定地域型保育事業者」の次に「、特定乳児等通園支援事

業者（法第５４条の３に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。以下同

じ。）」を加え、「の保護者」を「に係る教育・保育給付認定保護者」に改め

る。 

⑷　第３０条第１項中「若しくは地域型保育」を「、地域型保育若しくは乳児等通

園支援（法第７条第１１項に規定する乳児等通園支援をいう。次項において同

じ。）」に改め、同条第２項中「若しくは地域型保育」を「、地域型保育若しく

は乳児等通園支援」に改める。 

⑸　第３章の次に次の１章を加える。 

第３章の２　特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 

（この章の趣旨） 

第４６条の２　特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（法第５４条の３に

おいて準用する法第４６条第２項に規定する基準をいう。）については、この

章に定めるところによる。 



（一般原則） 

第４６条の３　特定乳児等通園支援事業者は、良質かつ適切であり、かつ、子ど

もの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定

乳児等通園支援（法第３０条の２０第１項に規定する特定乳児等通園支援をい

う。以下同じ。）の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長する

ために適切な環境が等しく確保されることを目指さなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学

校就学前子ども（法第３０条の１４に規定する支給対象小学校就学前子どもを

いう。以下同じ。）の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学

前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなければな

らない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を

行い、都道府県、市町村、特定教育・保育施設等（法第２７条第１項に規定す

る特定教育・保育施設及び法第２９条第１項に規定する特定地域型保育事業者

をいう。以下この章において同じ。）、他の特定乳児等通園支援事業者、地域

子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又

は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

４　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学

校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要

な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支

援事業（特定乳児等通園支援を行う事業をいう。以下同じ。）を行う事業所

（以下「特定乳児等通園支援事業所」という。）の職員に対し、研修の実施そ

の他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

（利用定員） 

第４６条の４　特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第５

４条の２第１項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。）を定

めるものとする。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第３０条の１

６に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。）が特定乳児等通

園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日数及び時間



その他の事情を考慮して１月当たりの利用定員を定めるものとする。 

（面談） 

第４６条の５　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る

特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子ど

もに対して最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等

支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認

定子どもの養育環境を把握するための当該保護者との面談（映像及び音声の送

受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。）を行わなけれ

ばならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじ

め、第４６条の１８の規程の概要、職員の勤務の体制、第４６条の１３第１項

から第３項までの規定により支払を受ける費用に関する事項その他の提供する

特定乳児等通園支援に関する重要事項を記載した文書を交付しなければならな

い。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重要事項を説

明し、当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得

なければならない。 

（正当な理由のない提供拒否の禁止） 

第４６条の６　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者（法第

３０条の１５第３項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同

じ。）から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒ん

ではならない。 

（あっせん及び要請に対する協力） 

第４６条の７　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の利用につい

て法第５４条の３において準用する法第５４条第１項の規定により市町村が行

うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第４６条の８　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る

特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子ど

もに対して最初に特定乳児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定



保護者から法第３０条の１５第３項に規定する乳児等支援支給認定証の提示を

受けたときは、同項の内閣府令で定める事項を確認するものとする。 

（乳児等支援給付認定の申請に係る援助） 

第４６条の９　特定乳児等通園支援事業者は、法第３０条の１５第１項の認定を

受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏

まえて速やかに当該認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければなら

ない。 

（心身の状況等の把握） 

第４６条の１０　特定乳児等通園支援事業所の職員は、特定乳児等通園支援の提

供に当たっては、乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当

該乳児等支援給付認定子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援の利用状況

その他の教育・保育等（法第５６条第１項に規定する教育・保育等をいう。）

の利用の状況の把握に努めなければならない。 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第４６条の１１　特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において

継続的に提供される特定教育・保育及び特定地域型保育との円滑な接続に資す

るよう、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他特定教育・保育施

設等との密接な連携に努めなければならない。 

（特定乳児等通園支援の提供の記録） 

第４６条の１２　特定乳児等通園支援事業所の職員は、特定乳児等通園支援を提

供した際は、提供した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければな

らない。 

（支払） 

第４６条の１３　特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第３０条の２

０第５項（法第３０条の２１第３項において準用する場合を含む。）の規定に

より乳児等支援給付認定保護者に代わり市町村が支払う特定乳児等通園支援の

利用に要した費用の額の一部を特定乳児等通園支援事業者が受けることをい

う。次条において同じ。）を受けないときは、乳児等支援給付認定保護者か

ら、当該特定乳児等通園支援に係る乳児等支援給付費の額（法第３０条の２０

第３項に規定する乳児等支援給付費の額をいう。以下同じ。）の支払を受ける



ものとする。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通

園支援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る

上で必要であると認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する

費用として見込まれるものの額と乳児等支援給付費の額との差額に相当する金

額の範囲内で設定する額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることが

できる。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定乳児等

通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の

支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。 

⑴　日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する

費用 

⑵　特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用 

⑶　食事の提供に要する費用 

⑷　特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

⑸　前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜

に要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされる

ものに係る費用であって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適

当と認められるもの 

４　特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当

該費用の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収

証を交付しなければならない。 

５　特定乳児等通園支援事業者は、第２項又は第３項の金銭の支払を求める際

は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金

銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、乳児等支

援給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならな

い。ただし、同項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書による

ことを要しない。 

（乳児等支援給付費の額に係る通知等） 

第４６条の１４　特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等



通園支援に係る法第３０条の２０第１項に規定する乳児等支援給付費の支給を

受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、当該乳児等支援給付認定保

護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援

に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内

容、利用時間、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通

園支援提供証明書を乳児等支援給付認定保護者に対して交付しなければならな

い。 

（特定乳児等通園支援の取扱方針） 

第４６条の１５　特定乳児等通園支援事業者及び特定乳児等通園支援事業所の職

員は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第３５条の規定に基づき保育

所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園

支援事業（児童福祉法第６条の３第２３項に規定する乳児等通園支援事業をい

う。）の特性に留意して、支給対象小学校就学前子ども及びその保護者の心身

の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提供を適切に行わなければならな

い。 

（特定乳児等通園支援に関する評価等） 

第４６条の１６　特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通

園支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その

結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

（相談及び援助） 

第４６条の１７　特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども

及びその保護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境

の的確な把握に努め、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相

談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならな

い。 

（運営規程） 

第４６条の１８　特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程を定めなければならない。 



⑴　特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

⑵　提供する特定乳児等通園支援の内容 

⑶　特定乳児等通園支援事業所の職員の職種、員数及び職務の内容 

⑷　特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

⑸　第４６条の１３第１項から第３項までの規定により支払を受ける費用の種

類、支払を求める理由及びその額 

⑹　第４６条の４第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員 

⑺　特定乳児等通園支援の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当

たっての留意事項 

⑻　緊急時等における対応方法 

⑼　非常災害対策 

⑽　虐待の防止のための措置に関する事項 

⑾　その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第４６条の１９　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対

し、適切な特定乳児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園

支援事業所ごとに職員の勤務の体制を定めなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定

乳児等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければな

らない。ただし、特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務につ

いては、この限りでない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員に対し、そ

の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 

（利用定員の遵守） 

第４６条の２０　特定乳児等通園支援事業者は、第４６条の４第１項の規定によ

り定める１時間当たりの利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行って

はならない。 

（掲示等） 

第４６条の２１　特定乳児等通園支援事業者は、第４６条の１８の規程の概要、

特定乳児等通園支援事業所の職員に係る勤務の体制、第４６条の１３第１項か



ら第３項までの規定により支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした

者の特定乳児等通園支援事業所の選択に資すると認められる重要事項につい

て、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所に掲示するとともに、電気通信

回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的と

して公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送

に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。 

（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第４６条の２２　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもの国

籍、信条、社会的身分又は第４６条の１３第１項から第３項までの規定による

支払の状況によって、差別的取扱いをしてはならない。 

（情報の提供等） 

第４６条の２３　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を利用しよ

うとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、その

希望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業所を選択することができるよう

に、その提供する特定乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努

めなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業について広告をする

場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

（苦情解決） 

第４６条の２４　特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支

援に関する乳児等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の

当該乳児等支援給付認定子どもの家族（以下この条において「乳児等支援給付

認定子ども等」という。）からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情

を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情

の内容等を記録しなければならない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳

児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して本市が実施する事業に協力する

よう努めなければならない。 

４　特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法



第３０条の１３において準用する法第１４条第１項の規定により市町村が行う

報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村

の職員からの質問若しくは特定乳児等通園支援事業所の設備若しくは帳簿書類

その他の物件の検査に応じ、及び乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関

して市町村が行う調査に協力しなければならない。この場合において、市町村

から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行

わなければならない。 

５　特定乳児等通園支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の

改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。 

（準用） 

第４６条の２５　第４条第５項、第１９条、第２０条、第２６条、第２８条、第

３０条及び第３２条から第３５条までの規定は、特定乳児等通園支援事業者、

特定乳児等通園支援事業所及び特定乳児等通園支援について準用する。この場

合において、第１９条中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「乳児等支

援給付認定子ども」と、第２０条の見出し中「教育・保育給付認定保護者」と

あるのは「乳児等支援給付認定保護者」と、同条中「教育・保育給付認定子ど

もに係る教育・保育給付認定保護者」とあるのは「乳児等支援給付認定子ども

に係る乳児等支援給付認定保護者」と、「施設型給付費等」とあるのは「法第

３０条の２０第１項に規定する乳児等支援給付費」と、第２６条及び第２８条

中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「乳児等支援給付認定子ども」

と、同条第３項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「乳児等支援給付

認定保護者」と、第３０条中「小学校就学前子ども」とあるのは「支給対象小

学校就学前子ども」と、第３３条第２項及び第４項並びに第３５条第２項中

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「乳児等支援給付認定子ども」と、

同項第１号中「第１６条第１項各号に定めるものに基づく」とあるのは「第４

６条の１５の指針に準じた」と、同項第２号中「第１３条」とあるのは「第４

６条の１２」と、同項第３号中「第２０条」とあるのは「第４６条の２５にお

いて準用する第２０条」と、同項第４号中「第３１条第２項」とあるのは「第

４６条の２４第２項」と、同項第５号中「第３３条第３項」とあるのは「第４

６条の２５において準用する第３３条第３項」と読み替えるものとする。 



⑹　第４８条第１号中「第１３条第１項」を「第１３条」に改め、「第３０条の

３」の次に「又は第３０条の１３」を加え、「同項」を「法第１３条」に改め、

同条第２号中「第３０条の３」の次に「又は第３０条の１３」を加え、同条第３

号中「第４項又は」を「第４項、第２４条第２項又は第３０条の１８第２項」に

改める。 

⑺　第４９条第１項中「又は特定地域型保育事業者」を「、特定地域型保育事業者

及び特定乳児等通園支援事業者」に改め、同条第２項各号列記以外の部分中「の

承諾」を「又は乳児等支援給付認定保護者の承諾」に改め、同項第１号中「う

ち」を「うち次の」に改め、同号ア中「又は特定地域型保育事業者」を「、特定

地域型保育事業者又は特定乳児等通園支援事業者」に改め、「教育・保育給付認

定保護者」の次に「又は乳児等支援給付認定保護者（以下この条において「教

育・保育給付認定保護者等」という。）」を加え、同号イ並びに同条第３項及び

第４項中「教育・保育給付認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者等」に改

める。 

附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

（理　由） 

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、新たに特定乳児等通園支援事業の運営

に関する基準を定めるため、本案を提出する。 


